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令和７年度内閣府本府におけるEBPMの取組方針 

令 和 ７ 年 ４ 月 ２ ３ 日 

内閣府本府EBPM推進チーム決定 

令和７年度内閣府本府における EBPM の推進に向けた取組は、以下のとおりとする。ま

た、行政事業レビューや政策評価との連携の観点から、情報の相互活用を推進する。

（予算要求における取組）

１ EBPM 推進委員会等において、行政事業レビューの抜本見直し、全予算事業への

EBPM 手法の導入等の方針が示され、これを推進していくこととされていることを踏

まえ、令和７年度行政事業レビューの対象となる事業について、原則として次に掲げる

取組を実施する。

（１）各部局は、各種政策プロセスにおいてEBPMの 実践を図り、

・現行の政策ありきではなく、現状や課題を分析し、政策効果を高めるための検討を

行い、

・政策の見直しを通じて人が育つことを改めて認識し、職員の能力向上を図り、

EBPM の定着との好循環を促していくことにも留意して、より効果的な政策の立

案・改善に努める。

特に、行政事業レビューシートを活用し、以下を基本的考え方として EBPM の実

践に取り組む。

・行政事業レビューシートが、政策立案のプロセスを言語化、文書化して蓄積し、政

策立案の質の向上につなげていくものであると正しく理解し、「過去の事実の説明」

のみならず、政策立案や予算要求という将来に向けての「意思決定」の一環として

積極的に活用する。

・行政事業レビューシート上で、これまでの政策立案の経験（政策立案や事業改善に

当たって考えていること）を蓄積し、指標のモニタリング結果等に基づき、政策効

果が出ているのかどうかを記載するとともに、有識者等との議論も踏まえた、次の

一手（改善策）を記載する。これにより、「政策効果の発現経路と目標をロジカル

に説明し、データに基づいて見直す」ことを明確にする。

（２）行政事業レビュー推進チームは、事業の性質等を踏まえながら、その実施状況や効

果を適時的確に把握し、より効果的な事業への改善につなげるため、各事業の品質管

理を図る。また、公開プロセス等について、有識者と議論を深め、事業の質を上げ、

改善に結び付ける模範例となるように実施する。その際、対決型のやりとりではなく、

すべてを肯定するものでもなく、クリエイティブな議論となるよう努める。

（３）EBPM 推進室は、EBPM 的観点から、必要に応じ、目標・指標設定や政策効果の

点検に係る助言等を行う。その際、必要に応じて、有識者から助言等の協力を得る。

また、EBPM 推進室は、EBPM 推進が組織力向上に資するとの認識の下、府内の司
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令塔として重要な部署であると位置付け、各部局や会計課との連携強化に努める。 
（４）行政事業レビュー推進チームは、自律的に行政事業レビューシートの品質管理を進

め、事業の改善に向けた職員の意識改革・行動変容を促すため、行政事業レビューシ

ートの中から、特に優れた改善を行った事例を選定し、表彰を行う。 
  
（政策評価における取組） 
 ２ 令和７年度において、政策評価体系に基づく政策に係る事後評価の対象となる施策の

うち可能なものについて、事前分析表の作成の前に、政策の目的の達成までに至る因果

関係の仮説を示す「政策評価ロジックモデル」を作成し、課題設定・目標設定、施策と

事務事業との対応、効果の測定手法等を整理することとする。 

 
（規制における取組） 
 ３ 規制の立案・改善に当たっては、規制の政策評価の枠組を活用し、ロジックの明確化、

費用や効果の定量的な把握・分析、代替案との比較などを行うよう努める。 

 
（税制改正等における取組） 
 ４ 各部局は、税制改正プロセスにおける税制当局への説明の際、EBPM の手法を活用

し、客観的データに基づき、税制措置の効果を立証する。また、各種計画・施策パッケ

ージ等の立案・見直しの際、EBPMの手法を活用するよう努める。 
 
（人材育成等の取組） 
５ ・オンデマンドによる EBPM 研修（全職員が受講可能、白書執筆担当課等の企画官

以下は必修）を実施する。 
・EBPM の実践に当たり有用なロジックモデル等に係る職員の理解を深め、その活

用を図るため、有識者による研修を実施する。 
・国内外の大学・研究機関との交流を通じて、EBPM の推進に資する人材育成の取

組を図る。 
・人事評価において、評価者が被評価者の EBPM 推進に係る取組を勘案するよう周

知を行う。 
・各部局の幹部・管理職は、若手職員が安心や信頼の醸成された中でコミュニケーシ

ョンができ、政策立案に関与している実感を持てる良好な人間関係や良い状態

（well-being）を作ることが求められることから、若手職員のためのポジティブで、

心理的安全性が確保された学びの場や環境を整えるよう努める。 


